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経
済
産
業
省

〇

令
第
五
号

環

境

省

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号

）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
届
出
事
項
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
二
月
二
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

齋
藤

健

環
境
大
臣

伊
藤
信
太
郎

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
届
出
事
項
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
種
指
定
化
学
物
質
の
排
出
量
等
の
届
出
事
項
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
四
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
届
出
事
項
の
通
知
の
方
法
）

（
届
出
事
項
の
通
知
の
方
法
）

第
三
条

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
及

第
三
条

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
及

び
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定

び
都
道
府
県
知
事
へ
の
通
知
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
年
度
に
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の

に
よ
り
当
該
年
度
に
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
事
項
の

う
ち
、
主
務
大
臣
に
つ
い
て
は
当
該
主
務
大
臣
が
所
管

う
ち
、
主
務
大
臣
に
つ
い
て
は
当
該
主
務
大
臣
が
所
管

す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
も
の
を
、
都
道
府
県

す
る
事
業
を
行
う
事
業
所
に
係
る
も
の
を
、
都
道
府
県

知
事
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事
が
管
轄
す
る
都

知
事
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
知
事
が
管
轄
す
る
都

道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
事
業
所
に
係
る
も
の
を
そ

道
府
県
の
区
域
に
所
在
す
る
事
業
所
に
係
る
も
の
を
そ

れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
行
う
も

れ
ぞ
れ
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
に
よ

の
と
す
る
。

り
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
電
気
通
信
回

［
新
設
］

線
を
通
じ
て
主
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
の
閲
覧

に
供
し
、
主
務
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録

さ
せ
る
方
法

二

磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
を
交
付
す
る
方

［
新
設
］

法

備
考

表
中
の
［

］
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


